
要求水準書（案）（令和６年 3月 4日公表）及び要求水準書（同６月２１日公表） 対照表 【建替整備業務編】 
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頁 条項 
要求水準書（案） 要求水準書 

内容 内容 

11 第２ 

２ 

(2) 

イ 利府町 

（ａ～f省略） 

ｇ 利府町営住宅条例（平成 10 年３月 20 日条例第１号） 

ｈ 利府町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例（平成 12 年３月

17 日条例第 10号） 

ｉ 利府町文化財保護条例（平成元年３月 27 日条例第 12 号） 

ｊ 利府町暴力団排除条例（平成 24年 12 月 10日条例第 16号） 

イ 利府町 

（ａ～f省略） 

ｇ 利府町営住宅条例（平成 10 年３月 20 日条例第１号） 

ｈ 利府町営住宅等整備要綱（令和６年２月改正）  

ｉ 利府町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例（平成 12 年３月

17 日条例第 10号） 

ｊ 利府町文化財保護条例（平成元年３月 27 日条例第 12 号）  

ｋ 利府町暴力団排除条例（平成 24年 12 月 10日条例第 16号） 

 

※利府町営住宅等整備要綱も併せて公表します。 
 

13 第２ 

２ 

(3) 

ウ 積算基準 

（ａ～ｃ省略） 

ｄ 建築数量積算基準・同解説（建築工事建築数量積算研究会制定） 

ｅ 公共住宅建築工事積算基準（公共住宅事業者等連絡協議会編集） 

ｆ 公共住宅電気設備工事積算基準（公共住宅事業者等連絡協議会編

集） 

ｇ 公共住宅機械設備工事積算基準（公共住宅事業者等連絡協議会編

集） 

ｈ 建築保全業務積算基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部） 

ウ 積算基準 

（ａ～ｃ省略） 

ｄ 国土交通省土木工事積算基準（国土交通省大臣官房技術調査課監

修） 

ｅ 建築数量積算基準・同解説（建築工事建築数量積算研究会制定） 

ｆ 公共住宅建築工事積算基準（公共住宅事業者等連絡協議会編集） 

ｇ 公共住宅電気設備工事積算基準（公共住宅事業者等連絡協議会編

集） 

ｈ 公共住宅機械設備工事積算基準（公共住宅事業者等連絡協議会編

集） 

ｉ 建築保全業務積算基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部） 

ｊ 公共建築工事内訳書標準書式（建築工事編）（国土交通省大臣官房

官庁営繕部） 

ｋ 公共建築工事内訳書標準書式（設備工事編）（国土交通省大臣官房

官庁営繕部） 
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頁 条項 
要求水準書（案） 要求水準書 

内容 内容 

20 第４ 

２ 

(2) 

ア 整備戸数等 

（略） 

※１ 住戸タイプについては、上表の住戸専用面積を満足し、機能が確

保していればフレキシブルな対応も可能とする。 

※２ （略） 

※３ 移転対象入居者分については、入居者の希望する間取りの意向調

査を実施していることから、（以下、略） 
 

ア 整備戸数等 

（略） 

※１ 住戸タイプについては、上表の住戸専用面積を満足し、機能が確

保されていればフレキシブルな対応も可能とする。 

※２ （略） 

※３ 移転対象入居者分については、入居者の希望する間取りの意向調

査（【添付資料 22参照】）を実施していることから、（以下、略） 

22 第４ 

２ 

(3) 

ク その他 

外灯、敷地内通路等を整備すること。 

詳細については、「第７ ２ （１） エ（ア）共用部分（附帯施設を含

む）」を参照のこと。 

ク その他 

外灯、敷地内通路等を整備すること。 

詳細については、「第７ ２【建築】 カ 附帯施設」を参照のこと。 

26 第 7 １ 基本的事項 

（ア～キ略） 

ケ 建築確認申請や開発許可等の必要な申請手続きを行うこと。また、

各種申請に必要な手数料等の負担は、本事業の範囲とする。 

１ 基本的事項 

（ア～キ略） 

ク 建築確認申請や開発許可等の必要な申請手続きを行うこと。また、

各種申請に必要な手数料等の負担は、本事業の範囲とする。 

ケ 工事費内訳明細書の作成にあたっては、公共建築工事内訳書標準書

式を基に作成し交付金の対象及び対象外を明確に分離できるよう

にすること。 

27 第７ 

２ 

【建築】 

ア 共通事項 

(ｳ)規模・階数 

（ａ～ｄ略） 

ｅ 階高は 2,850mm 以上とすること。  

ｆ 住戸の各居室の平均天井高は 2,400 ㎜以上とすること。 
 
（以下、略） 

ア 共通事項 

(ｳ)規模・階数 

（ａ～ｄ略） 

ｅ 階高は 2,850mm 以上とすること。 ただし、各居室の天井高と、天

井内の機器、配管等のスペースを支障なく確保できる場合には、階

高を 2,850 ㎜未満とすることができる。 

ｆ 住戸の各居室の平均天井高は 2,400 ㎜以上とすること。ただし、

換気・空調設備等を設置する場合に限り、一部天井高を 2,400 ㎜

未満とすることができる。 
 
（以下省略） 
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頁 条項 
要求水準書（案） 要求水準書 

内容 内容 

29 第７ 

２ 

【建築】 

エ 住戸専用部分 

(ｲ)玄関 

ａ 住戸の玄関ドアは気密枠とし、開き勝手は外開きとすること。 

ｂ 有効幅員 W=800 ㎜以上とし、ドアスコープ（内側蓋付）及びドア

ガードを設けること。 

ｃ 郵便受け及び宅配ボックスを設置すること。 

ｄ 住戸の玄関扉の鍵は、ピッキングが困難な構造にするなど、防犯に

配慮するとともに、スペアキーの作成や鍵交換が安価にすむ鍵とする

こと。 

（略） 

ｇ 住戸前玄関付近に、ポーチ灯、ドアホン、室名札（室番号付）を設

置すること。 

（以下、略） 

エ 住戸専用部分 

(ｲ)玄関 

ａ 住戸の玄関ドアは気密枠とし、開き勝手は外開きとすること。 

ｂ 有効幅員 W=800 ㎜以上とし、ドアガードを設けること。 

ｃ 郵便受け及び宅配ボックス（施錠タイプ）を設置すること。 

ｄ 住戸の玄関扉の鍵は、ピッキングが困難な構造にするなど、防犯に

配慮するとともに、スペアキーの作成や鍵交換が安価な鍵とするこ

と。 

（略） 

ｇ 住戸前玄関付近に、ポーチ灯、ドアホン（カメラ有）、室名札（室番

号付）を設置すること。 

（以下、略） 

30

31 

(ｸ)台所 

ａ 調理器具等の熱源は都市ガス及び電気の両方に対応可能とする。 

（以下、略） 

(ｸ)台所 

ａ 調理器具等の熱源は都市ガス及び電気の両方に対応可能とするこ

と。 

（以下、略） 

34 第７ 

２ 

【建築】 

カ 付帯施設 

(ｲ)駐車場 

（ａ～e略） 

f 区画線は二重線(ダブルライン)とし、区画番号及び必要な標示(来客

用、福祉用、管理用など)を行うとともに、出入口等必要な箇所に

停止線の標示を行うこと。 

（以下、略） 

カ 付帯施設 

 

(ｲ)駐車場 

（ａ～e略） 

f 区画線は二重線(ダブルライン)とし、駐車区画には区画番号を入れ

ること。必要な標示(来客用、福祉用、管理用など)を行うとともに、

出入口等必要な箇所に停止線の標示を行うこと。 

（以下、略） 
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頁 条項 
要求水準書（案） 要求水準書 

内容 内容 

37 第７ 

２ 

【電気設備】 

イ 

イ 幹線設備 

(ｳ)計量区分 

以下について計量区分を行うこと。 

ａ 昇降機用電源 

ｂ 共用部電源 

ｃ 外構用電源 

ｄ 太陽光発電設備 

イ 幹線設備 

(ｳ)計量区分 

ａ 以下について計量区分を行うこと。 

1.昇降機用電源 

2.共用部電源 

3.外構用電源 

4.太陽光発電設備 

ｂ なお、公衆街路灯など道路付帯施設の電源については、管理区分に

応じ、道路管理者（町）等との協議によること。 

39 第７ 

２ 

【電気設備】 

ク 住宅情報設備 

(ｱ)設置個所数 

ａ 訪問報知設備はインターホン(カメラ有)とすること。 

（以下省略） 

ク 住宅情報設備 

(ｱ)設置個所数 

ａ 訪問報知設備はドアホン(カメラ有)とすること。 

（以下省略） 

40 第７ 

２ 

【機械設備】 

エ 給湯設備 

(ｱ)給湯器 

ａ 給湯器は原則として 20 号給湯専用給湯器(強制追焚装置付)とす

る。 
 
（以下省略） 

エ 給湯設備 

(ｱ)給湯器 

ａ 給湯器は原則として 20 号給湯専用給湯器(強制追焚装置付)とす

ること。 
 
（以下省略） 

41 第７ 

２ 

【機械設備】 

オ 空調設備 

(ｱ)設置個所等 

ａ 冷暖房設備として、電動式エアコン(入居者調達)を想定し、裏板、

アンカーボルト、クーラースリーブ、コンセント、ドレイン配管ル

ート及び冷媒配管ルートを居室としての利用が想定される各室に

設置すること。 
 
（以下省略） 

オ 空調設備 

(ｱ)設置個所等 

ａ 冷暖房設備として、電動式エアコン(本事業で設置するもの以外は

入居者調達)を想定し、裏板、アンカーボルト、クーラースリーブ、

コンセント、ドレイン配管ルート及び冷媒配管ルートを居室として

の利用が想定される各室に設置すること。 
 
（以下省略） 
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頁 条項 
要求水準書（案） 要求水準書 

内容 内容 

43 第８ 

１ 

（１）施工監理 

キ 本事業の建設現場では、週休２日の実施等、建設業界における担い

手不足の解消を目的とした労働環境の改善に努めること。 

（１）施工監理 

キ 国土交通省「営繕工事における週休２日促進工事実施要領」に基づ

き、本事業の建設現場では、対象期間内の現場閉所率が 28.5％（8 

日/28 日）以上の水準を確保するなど、建設業界における担い手不

足の解消を目的とした労働環境の改善に努めること。 

48 第 10 

２ 

■要求性能 

※大項目は省略、修正のあった項目のみ記載 

項目 評価事項 等級など 

１構造の安定に
関すること 

1-6 地盤又は杭の許容支持力等級及
びその設定方法 

― 

1-7 基礎の構造方式及び形式等 ― 

２火災時の安全
に関すること 

2-3 避難安全対策（他住戸等火災時・
共用廊下） 

※１ 

2-4 脱出対策（火災時） ※１ 

４維持管理への
配慮に関する
こと 

4-1 維持管理対策等級（専用配管） 等級２ 

4-4 更新対策（住戸専用部） ― 

６空気環境に関
すること 

6-1 ホルムアルデヒド、トルエン、キ
シレン、エチルベンゼン及びスチ
レン対策（内装） 

等級３ 

6-2 局所換気設備 ※１ 

6-3 室内空気中の化学物質の濃度等 ※２ 

７光・視環境に
関すること 

7-1 単純開口率 ― 

7-2 方位別開口比 ― 

※１ 関係法令等（建築基準法、消防法等）により確保される水準。 

※２ 次ページの「化学物質室内濃度測定」による。 

※３ 宮城県建築･設備設計要領の性能を満たすこと。 

■要求性能 

 

項目 評価事項 等級など 

１構造の安定に
関すること 

1-6 地盤又は杭の許容支持力等級及
びその設定方法 

※１ 

1-7 基礎の構造方式及び形式等 ※１ 

２火災時の安全
に関すること 

2-3 避難安全対策（他住戸等火災時・
共用廊下） 

※２ 

2-4 脱出対策（火災時） ※２ 

４維持管理への
配慮に関する
こと 

4-1 維持管理対策等級（専用配管） 等級３ 

4-4 更新対策（住戸専用部） ※１ 

６空気環境に関
すること 

6-1 ホルムアルデヒド対策（内装） 等級３ 

6-2 局所換気設備 ※２ 

6-3 室内空気中の化学物質の濃度等 ※３ 

７光・視環境に
関すること 

7-1 単純開口率 ※１ 

7-2 方位別開口比 ※１ 

※１ 宮城県災害公営住宅設計標準に準じ対応を明示する。  

※２ 関係法令等（建築基準法、消防法等）により確保される水準。  

※３ 次ページの「化学物質室内濃度測定」による。 
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頁 条項 
要求水準書（案） 要求水準書 

内容 内容 

52 第 12 ３ 建替住棟等の引渡し  

ア 事業者は、（以下、略） 

４ 建替住棟等の引渡し  

建替住棟等の所有権は、事業者が原始的に取得するものとし、工事

完了後、以下に基づき書面による町への施設の引渡しを行うこと。 
 
ア 事業者は、（以下、略） 

52 第 12 ４ 国の交付金等の申請手続きに関する支援 

(略) 

また、各種資料等（位置図、配置図、平面図、面積表等々の指定色別

塗り図書類等）の作成など、町の支援を行うこと。 

４ 国の交付金等の申請手続きに関する支援 

(略) 

また、各種資料等（位置図、配置図、平面図、面積表等々の指定色別

塗り図書類等）の作成など、町の支援を行うこと。 

各種資料等の提出物及び提出時期について、町と綿密に調整し、確

実に対応すること。 
 

53 第 13 第 13 添付資料 

【添付資料 １～21】 

第 13 添付資料 

※以下の内容を確認のこと。 

【添付資料 9 】周辺のインフラ整備計画イメージ図 

⇒ 内容修正 

【添付資料 13】公営住宅等整備基準適合チェックリスト 

⇒ Ｐ48 と同じ修正 

【添付資料 14】入居世帯数・世帯人員一覧 

⇒ 65歳以上の年齢区分の細分化 

【添付資料 22】入居を希望する間取りの意向調査 

 


